
令和 5年 6月 19 日 

関係各位 

社会福祉法人 治恵会 

理事長 寺前 稔  

 

令和 5年度従来型特別養護老人ホーム くつろぎ特殊浴槽入替 

備品購入に係る入札による事業者選定の実施について 

 

 標記について、社会福祉法人 治恵会が運営する特別養護老人ホーム くつろぎに係る備品購入

について、下記のとおり入札による事業者選定を実施いたしますのでお知らせします。受託を希望さ

れる場合は、北見市実施要領を厳守のうえ、入札執行日時に仕様書を参照のうえ、執行日時に入札書

を提出くださいますようお願い致します。 

 

１．事業名 令和 5年度 社会福祉法人治恵会 特別養護老人ホーム くつろぎ特殊浴槽入替事業 

 

２．対象備品名 別紙仕様書を参照ください 

 

３．設置場所 特別養護老人ホーム くつろぎ 地下１階地上４階建て 1 階浴室部分 

 

４．納入予定 令和 5年 9 月 30日（土曜日）迄 （入札落札事業所様と別途相談） 

 

５．入札日時 令和５年 7 月 7 日（金曜日） １３：3０～ 

 

６．入札場所 〒090-0833 

       北見市とん田東町４４４番地１ 社会福祉法人 治恵会  

特別養護老人ホーム くつろぎ地下１階会議室 

７．留意事項 

１）提出書類は、社会福祉法人 治恵会 理事長宛とし「入札書在中」と明記のうえ、持参願います。 

２）見積書の金額については、任意様式にて記載項目を二段とし、上段に消費税を含めない金額と、

下段に消費税を含めた金額の記載願います。 

３）代理人等による入札の場合は、委任状が必要となります。 

４）入札を希望しない場合には、辞退することができます。その場合には、事前に入札辞退届を提出

してください。 

５）受託者が業務の履行にあたっては、関係法令を遵守することします。 

６）インターネットにてご確認頂きました事業者様は、参加の意を電話にてお知らせください。 

以上 

なお、仕様書に関するお問い合わせにつきまして担当 小泉・山口迄お願いします。 

☏０１５７（３３）５５３７ 



令和 5 年度従来型特別養護老人ホーム くつろぎ特殊浴槽仕様書 

 

（１） 納入期限 令和 ５年 ７月７日（金）～  ９月３０日（土）迄 

（２） 納入場所 特別養護老人ホームくつろぎ 1F 浴室 

（３） 購入機器の規格・数量は以下の通りとする。 

  

令和５年社会福祉法人 治恵会 第２回理事会にて特殊浴槽の機種を検討し、承認に至っ

たため、下記の製品とする。 

製造元：酒井医療株式会社 

品 名 型 式 数 量 定価（単価） 

アリッサム浴槽 ALM－700 1 ¥6,600,000 

ストレッチャー（高さ調節式） ST－7１0 1 ¥2,497,000 

リクライナー WS－700 1 ¥1,485,000 

他 諸経費 
 

1 式 
 

以下余白  
  

    
    

    

特記事項：現状設置の入浴装置一式を、撤去・廃棄すること。 

 

（４） 機器の選定について 

・酒井医療株式会社製アリッサムは、開設以来 2F、3F に設置されており、同じ機種にする

ことで利用者の安全性がより確保され、適切な使用方法が統一できることや、よりスム

ーズ に作業することが担保できることを重視するため。 

・給湯タンクを有し、入浴者一人一人に毎回湯を新しく入れ替える構造であり衛生的で、

感染症の予防にも適しているため。 

・浴槽本体の側面を壁面に接近して設置することができる為、洗身・洗髪などの介助作業

のスペースをより広く確保することができ、利用者の転落事故等、安全を十分に確保が

できるため。 

・保守点検についても、同一メーカで経費の削減及び安全性の担保が図れる様になる。 

・タンク内湯温が高温又は低温の場合送湯を停止する安全機能があるため。 

・タンク内湯温、タンク給湯・差し湯のデジタル温度表示機能があるため。 

・入浴時間のデジタル表示機能があるため。 

 

 



（５） 納入の作業について 

・落札者は納入の日時及び浴室内での機器設置場所などについて事前に施設側担当者と十

分協議すること。 

・特に入所者の安全に配慮して作業すること。 

・電気・設備など設置に必要な工事の有無を現場下見の上施設側に報告相談すること 

・作業で出入りする者には手指消毒等、必要に応じて感染対策をさせることとする。 

 

（６） 保証期間 

・製品納入後 1 年間通常の使用において故障した場合無償にて修理・交換を実施する。た

だし施設側の瑕疵による故障や汚損の場合はこの限りではない。 

（７）  

・本製品の取説書・操作マニュアルは日本語版を提供すること 

・納品完了後日程協議の上、職員に対し取り扱い説明を実施すること 

  

 その他の事項については、施設側と受注者が協議して定めるものとする。 

 


